
　当市では、現在、建設業者の技術の向上を図るとともに、建設工事の適正な施行を確保する

ことを目的に、毎年、市が発注した建設工事を優秀な成績で完成した建設業者を表彰しています。

　なお、令和元年度から優良建設業者として表彰を受けた建設業者に対して、一般競争入札等の

参加機会を拡大する優遇措置を設けました。

１．優遇措置の内容

　現在、一部の工種において、工期が重複する一般競争入札に参加することができませんが、

優良建設業者については、後日公告の一般競争入札に参加できるものとします。

（ただし、入札参加については建設業法上の技術者が適正に配置できる場合に限ります。）

　優遇措置は、 8月までの期間に最大２回まで行使できる

ものとします。なお、優遇措置を行使した場合、落札した時点で終了となります（下図参照）。

２．実施時期

8月までの１年間

３．対象者

　【実施例】

落札した場合：優遇措置終了

（落札した時点で終了）

落札しなかった場合 （２回目行使した時点で終了）

　【工期を重複して入札に参加できない工種】

　① 土木一式、舗装、水道施設

　② 解体

優遇措置２回目行使が可能

優遇措置期間

令和5年 令和6年

９月 ８月

表彰式

▼ ▼
優遇措置１回目行使

▼ ▼

▼ ▼ ▼
開始 終了

令和5年

優良建設業者の優遇措置について

令和5年 9 月 か ら 令和6年

9月から 令和6年

手持ち工事の工期重複（一般競争入札対象）

▼

令和5年度優良建設業者表彰受賞者

▼ ▼


